
 

専決処分関係資料（損害賠償の額を定めること及び和解のこと） 

 

 

１ 事 故 発 生 日 時   令和６年６月２８日（金）午前９時００分頃 

 

２ 事 故 発 生 場 所   加古川市尾上町口里 

 

３ 損害賠償の相手方   加古川市在住 個人 

 

４ 事 故 の 概 要    さわやか（高齢者）収集のため、行き止まりの道路に進入。方向

転換のため、対象者宅駐車場に公用車をバックで進入したところ、

車両右後方の角がカーポートの支柱に接触した。 

 

５ 損 害 の 程 度   相手方 物的損害 カーポート 

 

６ 過 失 割 合 等   市：１００ 相手方：０ 

    専決日：令和６年１０月１７日  示談成立日：同年１０月１７日 

 

７ 損 害 賠 償 の 額   ６０９，４００円 

 

８ 予 算 措 置 等    当該事故に関する損害賠償金６０９，４００円については、本市

と公益社団法人全国市有物件災害共済会との共済委託契約に基づき

、同会より相手方に支払われる。 

令和６年 1 0 月 2 1 日 

産業環境常任委員会資料 

環 境 部 環 境 第 １ 課 



事故現場における

市車両と相手方を
カーポート

の鉄骨
　公用車
（バック中）

図示してください。

上記図の説明を記入

事  故  発  生  状  況

　行き止まり

　さわやか（高齢者）収集のため、行き止まりの道路に進入。方向転換の

ため、対象者宅駐車場にバックしたところ、公用車右後方の角がカーポ

ートの支柱に接触した。


